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東京都国民健康保険団体連合会からのお知らせ 

増減点・返戻通知書に係る増減点事由について（周知依頼） 

平素は当会の会務推進にご尽力賜り心より御礼申し上げます。

さて、今般、東京都国民健康保険団体連合会（国保連合会）より標記に関する周知依頼が

ありました。 

保険薬局が国保連合会に請求する「療養の給付に関する費用」に関しましては、従来、国

保連合会での審査後に請求点数に変更が生じた際には、「増減点・返戻通知書」に、「Ｄ（告

示・通知の算定要件に合致していないと認められるもの）」とのみ記載され、請求元の保険薬局に通

知されておりましたが、今後（令和４年９月審査分から）は、審査結果の理由に応じた区分ごとの

事由記号を用いて通知することとなったとのことです（添付資料参照）。 

つきましては、今後、国保連合会からの返戻通知は、詳細な理由表記（概ね添付資料の

ABC 又は D）となりますことを地区会員薬局にご周知下さいますようお願い申し上げます。な

お、当該通知は、国保連合会のみに限定されておりますことを申し添えます。 

問合先： 

東京都国民健康保険団体連合会 

審査第１部審査課医科係 

電話 03-6238-0259(直通)




